
建設リサイクル法対象工事の契約締結事務手続きについて 

薩摩川内市 契約検査室 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（通称：建設リサイクル法）以下「法」

という。）第９条第１項及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第２

条で定められた建築物等に係る解体工事又は新築工事等（以下「対象建設工事」という。）

については、以下により契約締結事務手続を行ってください。 

 

１ 対象建設工事 

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で

一定規模以上の工事（対象建設工事）については、特定建設資材廃棄物を基準に従っ

て工事現場で分別（分別解体等）し、再資源化等することが義務付けられています。 

（１） 工事の規模 

工事の種類 規模の基準 

建築物 解体 延べ床面積 ８０㎡以上 

新築・増築 延べ床面積 ５００㎡以上 

修繕・模様替（リフォーム等） 請負金額  １億円以上 

その他の工作物に関する工事（土木工事等） 請負金額  ５００万円以上 

※分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材 は、コンクリート、コンクリー

ト及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。 

 

２ 工事担当課への説明 

  対象建設工事を請け負うに当たり、落札者は工事請負契約の締結までに、発注者に

対し、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが建設リサイクル法

で義務付けられています。 

  別紙「説明書（様式第１号）」及び「添付資料」を契約を締結する前までに、監督

職員に提出し確認を受けてください。 

 

３ 契約書の作成 

  契約書の作成にあたっては、監督職員の確認後、契約書頭書の「６、解体工事に要

する費用等」について「別紙のとおり」と記載し、別紙「法第 13 条及び省令第４条

に基づく書面」を契約書約款の最終頁として綴じてください。 

 

○建設リサイクル法 関連書式一覧 

 ※２及び３については、工事内容に応じたものを使用してください。 

 

【国土交通省リサイクル HP】http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html  

NO 書類名 提出時期 

１ 説明書（様式第１号） 
契約締結前 

２ 分別解体等の計画等（別表１～３）【説明書の添付書類】 

３ 法第 13条及び省令第４条に基づく書面 契約書に綴り込み 

01%20説明書（様式第１号）.doc
02%20分別解体等の計画等(別表1%20～3).xls
03%20法第１３条及び省令第４条に基づく書面.xls
03%20法第１３条及び省令第４条に基づく書面.xls
01%20説明書（様式第１号）.doc
02%20分別解体等の計画等(別表1%20～3).xls
03%20法第１３条及び省令第４条に基づく書面.xls

